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○知事が指定する電柱又は街灯柱 
 

１ 条例第５条第１号の規定により指定された道路の区間内の交差点（当該道路に交差する道路の幅員

 が２メートル未満のものを除く。）から３０メートル以内の道路上に設置されたもの 

２ 道路の分離帯及び交差路上の路上施設に設置されたもの 

３ 橋りょうに設置されたもの 

４ 屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の禁止地域に関する告示（昭和４２年山口県告示第１５

 ６号の２）２及び３の区域から３０メートル以内に設置されたもの 

５ 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条第１項に規定する都市公園に準ずる公園に設置され

 たもの 

 

 

 


